
令和８年度 犬の登録と狂犬病予防集合注射のお知らせ 

  

４月１６日（木）～１９日（日）の４日間、次の会場で実施します。希望の会場で受けてください。 

 犬の登録は生涯に一度ですが、予防注射は毎年受けなければいけません。（未登録、未注射

の飼い主には罰則が適用される場合があります。） 

 

 １. 狂犬病予防集合注射日程（雨天実施） 

実施年月日 注射会場 会場所在地 時間 

４月１６日 

（木） 

相互台公民館 相互台一丁目１０－３ ９：２０ ～ １０：００ 

けやき公園（那智が丘） 那智が丘四丁目２１ １０：３０ ～ １１：１０ 

名取が丘公民館 名取が丘三丁目５－３ １１：５０ ～ １２：３０ 

４月１７日 

（金） 

愛島台南公園 愛島台二丁目１４－７ ９：２０ ～ ９：４０ 

愛島公民館 愛島笠島字上平２７ １０：００ ～ １０：５０ 

田高南公園 田高南５６５ １１：２０ ～ １１：４０ 

４月１８日 

（土） 

JA 仙台美田園支店 美田園六丁目１５－６ ９：００ ～ １０：００ 

閖上公民館 閖上中央一丁目３４ １０：３０ ～ １０：５５ 

JA 仙台館腰支店（館腰公民館向い） 植松三丁目４-５ １１：４０ ～ １２：１５ 

名取支援学校（学校南側駐車場） 高舘吉田字東真坂６－１１ １３：５５ ～ １４：２５ 

４月１９日 

（日） 

尚絅学院大学（学生用駐車場） ゆりが丘四丁目１０－１ ９：１０ ～ １０：３０ 

増田西公民館 手倉田字堰根２６５－１ １１：０５ ～ １１：５５ 

名取市役所 増田字柳田８０ １３：３５ ～ １４：５0 

※高舘公民館会場は、名取支援学校（学校南側駐車場）に変更となりました。 

※増田体育館会場は、体育館解体工事に伴い、実施しません。 

２. 当日の持ちもの 

 

持 

 

ち 

 

も 

 

の 

 

登録犬 未登録犬 

①狂犬病予防注射申請書（はがき） 

 問診票と署名はあらかじめ記入してください。 

 （申請書は４月上旬に郵送） 

②注射料金 ３，６００円 

①犬の登録申請書(あらかじめ必要事項を 

記入し、当日お持ちください。) 

②・登録手数料 ３，０００円 

・注射料金   ３，６００円 

     合計６，６００円 

つり銭のないようにお願いします。現金のみの支払いです。 

 



３. 注意事項 

・確実に犬を抑えられる人が連れてきてください。 

・首輪は抜けないようしっかり締めてください。指２本分入る程度が目安です。（胴輪・チョークカラ

ーの着用は不可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・首輪金具、引き綱に破損が無いか点検してください。 

・小さいお子さんは危険です。会場にはお連れにならないでください。 

・妊娠している犬、病気療養中の犬、健康状態の悪い犬は、注射会場を避けて指定動物病院に、

ご相談ください。 

・会場にお越しの際には、飼犬のフンの後始末の準備をするなど、会場を清潔にご利用ください。 

・咬傷事故は飼い主の責任になります。会場内はもとより、往復時にも事故の防止に万全を期し

てください。 

当日の流れ                 ※未登録犬は登録の手続きからになります。 

①問診→②注射→③会計→④注射済票受領（終了 ） 

 

４. 「狂犬病予防注射申請書」が届かない場合 

 名取市に犬の登録をされている飼い主の皆様には「狂犬病予防注射申請書」（はがき）を４月上

旬に郵送します。予防注射日程間近になっても届かない場合は環境共創課までご連絡ください。 

５. 飼い犬の登録・死亡・変更の届出について 

〇各種申請用紙は市のホームページからもダウンロードが可能です。 

①新しく犬を飼った場合 

・犬の所有者は、生後９１日になりましたら、３０日以内に登録をしなければなりません。 

・集合注射会場又は指定動物病院で登録及び注射を受けてください。 

・集合注射会場で受ける人は、【犬の登録申請書】に予め必要事項を記入のうえ、会場へお持ちになるか、注射当



日の会場にて【犬の登録申請書】を記入してください。（当日会場内は大変混雑が予想されます。） 

②飼っていた犬が死亡した場合 

・犬の所有者は、犬が死亡したときは３０日以内に届け出なければなりません。 

・【犬の死亡届】を集合注射会場又は環境共創課に提出してください。申請用紙は注射会場でも用意しております。

（犬の登録鑑札をお持ちください。） 

③犬の登録内容に変更があった場合 

・犬の登録事項（所有者、所在地等）に変更があった場合は、【犬の登録事項の変更届】を集合注射会場又は、環

境共創課に提出してください。申請用紙は注射会場でも用意しております。（犬の登録鑑札をお持ちください。） 

・他市町村へ転出された場合は、「名取市犬の登録鑑札」を持参のうえ、転出先の市町村に届け出てください。名

取市への届出は不要です。 

６. 集合注射会場で注射が受けられない場合 

 「狂犬病予防注射申請書」を持参して、下表の指定動物病院に電話予約し注射を受けて 

ください。（別途診察料等の料金がかかります。） 

狂犬病予防指定動物病院 

動物病院名 住  所 電話番号 

ほりごめ獣医科病院 名取市愛島小豆島字島東３０４－４ ３８４－１７４５ 

渡辺動物病院 名取市増田四丁目４－１０ ３８４－４３７９ 

桑嶋動物病院 名取市飯野坂一丁目７－４８ ３８３－５８７７ 

那智が丘アン・ペットクリニック 名取市那智が丘二丁目１８－１０ ３８１－２３１１ 

かんの動物病院 名取市植松二丁目２－８ ３８４－０２０１ 

杜の熊動物病院 名取市杜せきのした一丁目８－２８ ７９６－４０６３ 

みたぞの動物病院 名取市美田園七丁目１－２４ ３０２－６９８８ 

カサハラアニマルメディカルセンター 岩沼市中央四丁目９－２ ０２２３ー２４－２４２６ 

じゅん動物病院 岩沼市桜五丁目１１－７ ０２２３－２４－０９１２ 

あおぞら動物医院 岩沼市たけくま一丁目１８－９ ０２２３－２４－０６７２ 

仙台南動物病院 亘理町逢隈牛袋字谷地添４８－３ ０２２３－３３－１３１１ 

箱崎動物病院 白石市旭町四丁目２－８ ０２２４－２６－１７７７ 

 

※上記の指定動物病院以外で狂犬病予防注射をした場合は、動物病院発行の【狂犬病予防

注射済証】と、手数料５５０円を持参のうえ、環境共創課にて【狂犬病予防注射済票】の交付

を受けてください。 



７. 高齢、病気等で予防接種が受けられない場合 

 高齢、病気等で予防接種が受けられない場合は、動物病院発行の【狂犬病予防注射猶予証明

書】を環境共創課に持参していただくか、郵送でお送りください。 

 なお、猶予証明書の有効期間は最長で１年間となりますので、予防接種を受けられない場合は

毎年提出していただく必要がありますので、ご留意ください。 

 

お問い合わせ 

名取市役所環境共創課環境衛生係 

 電話：０２２－７２４－７１６０  FAX：０２２－３８４－３１０２ 


